
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学校通信 
令和５年２月２４日 №２０ 

鈴鹿市立大木中学校 

生徒と教職員の笑顔が通う学校 学校 HP 
QR コード  

第 6回学校運営協議会（2月 17日） 
 2 月 17 日（金）第 6 回学校運営協議会を開催し

ました。協議会では，今年度の学校運営や活動につ

いて，委員の皆様から意見や質問，提案などを出し

ていただく「学校関係者評価」を行いました。学校で

は，学校関係者評価と学校自己評価を基に，令和 5

年度の学校経営方針や改善策を取りまとめ，よりよ

い大木中学校をめざして実践を進めます。    

学校運営協議会委員の皆様には，貴重なご意見や

ご支援等をいただきました。厚く感謝申し上げます。 

【第 6 回学校運営協議会での意見等（抜粋）】  

◆確かな学力の育成について  

・コロナで欠席した生徒に対して授業のオンライン配信は行っていたのか。不

登校生徒への配信はしていたのか。（→配信している）  

・朝の読書１０分間に関連して、読書は難しい本は読めないと思う。芸能人やス

ポーツ選手など生徒の好きな人が書いた本なら読めるのではないか。  

・雪の日に端末を通じて学校から連絡があり助かった。保護者がメールを見て

子どもに伝えなくても、自分でクラスルームを見て動くことができた。  

・端末の活用について、どのように使っているかの確認が難しい。どのように指

導したらよいか。（スマホの有無も関係するが、各家庭で子どもの状況を見て、

ルールを決めて使ってもらいたい。）  

・プリント学習やテスト前の放課後学習は、塾に行っていない子どもにとって

もよかった。先生の呼びかけもよかった。大変だと思うが続けてもらいたい。  

◆健康な身体と体力の育成について  

・食事の時のコミュニケーションは楽しい時間である。来年度は、食事の時の生

徒同士のコミュニケーションができるようになればと思う。  

◆自立し未来を切り拓く力の育成  

・挨拶は、大人が子どものお手本となるよう頑張ってほしい。  

・進路説明のアンケート「進路や職業について適切な情報提供や指導を行って

いる」では、保護者の結果が８．５％となっている。これは、進路指導の書類が

届いていないということなのか。（→端末のクラスルームやホームページに掲載

するといったことが必要である。）  

・挨拶運動していて、中学生よりも大人の方が挨拶しない。大人より子どものほ

うがはるかに挨拶をしている。地域全体で挨拶ができるようになれば、子どもの

挨拶が広がる。  

 

学校運営協議会の記録概要は，学校ホームページ→「学校運営協議会」に掲載しています！  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和４年 7 月に文部科学省が公表した「全国学力・学習状況調査」では，SNS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

長時間の SNSや動画視聴が成績に影響！？ 

【３月の主な予定】  

３月１日（水）3 年生を送る会  卒業式練習開始   １３日（月）あいさつ運動  

部活動お別れ会（放課後）      １５日（水）生徒会選挙  

  ３日（金）3 年生給食最終           １７日（金）後期選抜合格発表  

   ６日（月）あいさつ運動  記念品授与式     ２２日（水）給食最終  

   ７日（火）卒業式               ２３日（木）通知表渡し  

   ８日（水）若松小学校出前授業         ２４日（金）修了式  机・イス移動  

   ９日（木）県立高校後期選抜  ようこそ先輩   ２５日（土）春休み～４月５日（水）  

１０日（金）防災学習              ３０日（木）新校舎完成式  

１６日（木）3 年：保護者会   人権教育公開授業（１・２年）  SC 来校  

１７日（金）3 年：保護者会   テスト週間（～2 月 23 日まで）  学校運営協議会  

２０日（月）放課後学習  あいさつ運動  

・部活動の地域移行について、鈴鹿は進んでいない。国の取組も遅れる状況とな

っている。地域もこの課題について認識が低い。部活動へ参加する生徒が減少す

れば、コミュニケーション力や体力に影響する。地域としても協力が必要であ

る。  

・校則の見直しは良い方向で取り組んだ。生徒が“学校で学習する”という視点

で今後も取り組んでほしい。  

◆安全で安心な学校づくり  

・会社ではパワハラがあれば処分される。いじめ防止について、企業から講師を

呼んで学習することもよい。いじめは、大人になると厳しく処分される。  

・自転車乗車時はヘルメットの着用が努力義務になっている。このことをしっ

かりと指導してほしい。  

【生徒の皆さん・保護者の皆様へ】  

卒業式におけるマスクの取扱いに関する基本的な考えについて  
 

 鈴鹿市教育委員会から「卒業式におけるマスクの取扱いに関する基本的な考え」が以下の

とおり示されました。本校においてもこれに準じて卒業式を挙行いたします。  

 

１  基本的な考え方  

・  マスク着脱の判断は，本人や家庭の判断を尊重します。  

・  児童生徒及び教職員については，入退場，式辞・祝辞等，卒業証書授与，送辞・答  

辞の場面など，式典全体を通じてマスクを外すことを基本とします。  

・  来賓や保護者等はマスクを着用するとともに，座席間に触れ合わない程度の距離を  

確保した上で，参加人数の制限は不要とします。  

２  入退場  

・  児童生徒の入退場時は，マスクを外して差し支えありません。  

３  式辞等  

・  壇上等での校長等による式辞や来賓等による祝辞，開式・閉式の辞等の時は，児童  

生徒との十分な身体的距離が確保されている場合，児童生徒はマスクを外して差し支  

えありません。  

・  また，壇上等で式辞や祝辞等を述べる校長や来賓等も，周囲の者と十分な身体的距  

離が確保できる場合，マスクを外して差し支えありません。  

４  卒業証書授与  

・  卒業証書が授与される時は，児童生徒はマスクを外して差し支えありません。  

卒業証書を授与する校長等においても同様です。   

５  送辞・答辞  

・  在校生送辞，卒業生答辞の場面においては，十分な身体的距離が確保できる場合，  

送辞・答辞を述べる児童生徒は，マスクを外して差し支えありません。  

また，これらを聞く児童生徒も，マスクを外して差し支えありません。  

６  国歌・校歌等の斉唱，合唱等  

・  国歌・校歌等の斉唱や合唱を行う時や，複数の児童生徒による，いわゆる「呼び  

かけ」を実施する時は，マスクの着用など一定の感染症対策を講じた上で実施します。 

 


